
108第 回 定時株主総会
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日 時
2019 年 6 月 27 日 （木曜日）
午前 10時（受付開始午前９時）
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証 券 コ ー ド ： 7 1 8 4
2 0 1 9  年  ６  月  ３  日

株 主 各 位
富 山 市 西 町 ５ 番 １ 号

取締役頭取 横 田 　 格
第 1 0 8 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第108回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）によ
り議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご
検討くださいまして、2019年６月26日(水曜日)午後５時10分までに議決権を行使い
ただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

1.日　　時 2019年６月27日(木曜日)午前10時
2.場　　所 富山市西町５番１号 ＴＯＹＡＭＡキラリ

当行本店　９階ホール
3.会議の目的事項

報告事項 1.第108期 (2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件

2.第108期 (2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで) 連結計算書類並びに会計監査人

及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案

取締役14名選任の件
監査役１名選任の件

第４号議案 役員賞与支給の件
第５号議案 取締役の報酬等の額改定の件
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4.議決権の行使等についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(ご捺印は不要です。)

日 時 2019年６月27日 (木曜日)

午前10時 (受付開始：午前９時)
場 所 ＴＯＹＡＭＡキラリ　当行本店　９階ホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
※　株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご

出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご
了承ください。

書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限 2019年６月26日 (水曜日) 午後５時10分到着分まで

電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合
パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト フ ォ ン ま た は 携 帯 電 話 か ら 当 行 指 定 の 議 決 権 行 使 サ イ ト
(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスいただき、「インターネットによる議決権行使のお手続き
について」（３頁から４頁まで）をご参照のうえ、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
　なお、書面と電磁的方法（インターネット）により、重複して議決権を行使された場合は、電磁的
方法（インターネット）によるものを有効な議決権行使とし、電磁的方法（インターネット）によっ
て複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱
わせていただきますのでご了承ください。
行使期限 2019年６月26日 (水曜日) 午後５時10分まで

以　上
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

◎　株主総会参考書類、事業報告並びに計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要
が生じた場合は、修正後の事項を当行ホームページ(https://www.first-bank.co.jp/)に掲載い
たしますのでご了承ください。

◎　当日ご出席の際は、資源節約の為、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげま
す。
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パソコン等の場合

二次元コードを読み取る場合

議決権行使サイトへアクセス（パソコンの場合）

議 決 権 行 使 サ イ ト
https://evote.tr.mufg.jp/

パソコン等による議決権行使は、インターネット接続に
ファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイ
ルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利
用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株
主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用でき
ない場合もございます。
議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、
議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮
パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否
をご入力ください。

1 「次の画面へ」をクリック。

1 クリック

以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。2議決権行使書副票（右側）に記載の二次元コードを読み取っ

てください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

見本

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権
行使サイトにログインすることができます。

二次元コードを用いたログインは1回に限り可能です。
再行使する場合、もしくは二次元コードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

インターネットによる議決権行使のお手続きについて
　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い
申しあげます。
　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要
です。
議決権行使サイトについて
　インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!
ケータイ）※から、当行の指定する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくこ
とによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）
※「ｉモード」は(株)ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
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ログインする メニューから議決権行使を選択

2   お手元の議決権行使書の右下に記載され
た「ログインID」および「仮パスワード」
を入力。

3「ログイン」をクリック。

4   新しいパスワードを「新しいパスワー
ド（確認用）入力欄」と「確認用パス
ワード入力欄」の両方に入力。新しい
パスワードはお忘れにならないようご
注意願います。

5「送信」をクリック。

以
降
は
画
面
の
入
力
案
内
に
従
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

2
4

3 クリック 5 クリック

インターネットによる
議決権行使に関するお問い合わせ

0120-173-027
（受付時間 9:00～21:00 通話料無料）

電話

三菱UFJ信託銀行㈱
証券代行部（ヘルプデスク)

インターネットによる議決権行使は、2019年６月26

日（水曜日）の午後５時10分まで受け付けいた

しますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等が

ございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
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集
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ご注意事項
● 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、

議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
● 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主さまのご負担となり

ます。また、スマートフォンまたは携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他スマートフォンまたは携帯電話等
利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。
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(提供書面)
第108期(2018年 4 月 1 日から

2019年 3 月31日まで)事業報告
１．当行の現況に関する事項

⑴　企業集団の事業の経過及び成果等
（企業集団の主要な事業内容）
　当行グループは、当行、子会社及び子法人等４社で構成され、銀行業務を中心にリース業務等の金融サービスに係る事
業を行っています。
〔銀行業〕

　当行の本店ほか支店65店において、預金業務、貸出業務、為替業務、商品有価証券売買業務等を行い、グループの中
心と位置づけております。
　また、富山ファースト・ビジネス㈱において、銀行事務代行業務等を行っています。

〔リース業〕
　富山ファースト・リース㈱において、各種のリース業務を行っています。

〔その他業務〕
　富山ファースト・ディーシー㈱において、クレジットカード業務等を行っております。また、㈱富山ファイナンスに
おいて、金銭の貸付等の業務を行っています。

（金融経済環境）
　2018年度を振り返ると、海外経済は、米国経済の拡大と欧州、中国やその他新興国経済の回復により景気の着実な拡
大を実現しました。日本経済も、輸出が増加し、企業収益が高水準で推移する中、雇用・所得環境の改善が続き個人消費
や住宅投資が増加するなど景気の拡大が持続しました。
　当行の主たる営業基盤である北陸地域においても、公共投資や企業の設備投資が増加し、雇用・所得環境の着実な改善
を背景に住宅投資や個人消費も持ち直しを示すなど、景気は緩やかながら着実な回復を示しました。
　国内の金融環境に目を向けると、日本銀行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策の下、短期市場金利はマイナス
圏内で推移し、長期金利についても10年物国債利回りがゼロ近傍で推移するなど、極めて低い金利水準と量的緩和の状況
が続きました。
　2019年度の国内経済は、経済・通商政策を巡る米国とその他諸国との摩擦による悪影響のほか、オリンピック関連投
資の一巡による設備投資の鈍化などにより減速感を強めてスタートしております。先行きについても消費税率引き上げが
実施された場合の影響への懸念もあり、これまでの景気の緩やかな拡大という流れを維持できるかが注目されます。
　また、日本経済には人口減少、産業構造の変化、高度情報化社会への移行などの社会経済環境の変化への対処という中
長期的な課題があります。

（事業の経過及び成果）
　このような金融経済環境の下、当行グループは第14次中期経営計画の中間年度となる昨年度においても経営全般のさら
なる効率化、健全化の実現を目指し、計画に定めた重点施策やアクションプランの実行に努めてまいりました。これらの
取り組みについては相応の成果をみましたが、業績に関しては低金利状態長期化による影響などから厳しい経過、結果を
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余儀なくされました。2018年度の業績の概要は以下のとおりです。
　譲渡性預金を含めた預金等につきましては、当期中に９億円増加し当期末残高は１兆1,927億円となりました。
　貸出金につきましては、中小企業向けが増加したものの地公体向けが減少したことにより当期中に66億円減少し当期末
残高は、8,236億円となりました。
　有価証券につきましては、当期中に224億円減少し当期末残高は、4,372億円となりました。
　外国為替業務につきましては、当期中の取扱高は前年に比べ３億22百万ドル減少し２億99百万ドルとなりました。
　当連結会計年度の損益状況につきましては、経常収益は、資金運用収益が増加したものの国債等債券売却益及び株式等
売却益の減少により、288億66百万円（前連結会計年度比11.7％減）となりました。経常費用は、調達利回りの低下に
よる資金調達費用の減少及び株式等売却損の減少等により、241億26百万円（同2.9％減）となりました。この結果、経
常利益は47億40百万円（同39.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は35億73百万円（同33.3％減）となりまし
た。

（対処すべき課題）
　当行は第14次中期経営計画において、基本理念「地域とともに。さらなる信認、さらなる進化を」を掲げ、2017年度
から、(1)地域経済の変化をお客様のニーズの変化と捉え、お客様のニーズの変化に対して柔軟に対応することによりお
客様と地域の発展に貢献する、(2)総合金融機関としてフィデューシャリー・デューティーを徹底し金融サービスの質を
高めることによってお客様からさらなる信認を頂戴する、(3)役職員一人ひとりが個を磨き進化することによって当行グ
ループがお客様に真に必要とされる金融機関に進化する、の３つの基本方針を定め「Never Say Never」のキャッチフレ
ーズの下、業務運営を進めてまいりました。中期経営計画の最終年度となる2019年度につきましては、厳しい金融情勢
が持続することを想定し、以下の取り組みを進めることにより当行グループの持続的な発展を実現してまいります。
　具体的には、第一に、お客様サービスの拠点であります営業店（66ヵ店）の役割と機能を明確化するとともに専門性を
備えた人材を再配置することにより中小企業や個人のお客様それぞれのニーズを深く丁寧に把握し、課題解決に資するソ
リューションを提案してまいります。また、業務の合理化・効率化を推進するとともにフィンテック（FinTech）を積極
的に導入することにより、地域社会の金融インフラの整備・活性化の一翼を担ってまいります。
　収益基盤を支える業務に成長している有価証券運用業務につきましては、内外金融資本市場の分析力の強化を図るとと
もに、収益やリスク管理の水準向上を企図したリスクアペタイト・フレームワークを導入することにより、基盤業務とし
て更に進化させてまいります。
　また、人材について、専門知識や能力に長けた人材を育成し、お客様の幅広いニーズに対応できる多数精鋭の体制整備
を目指します。併せて人材のキャリアアップと働き方改革への取り組みを継続し、働き甲斐のある職場づくりを図ってま
いります。
　当行はこれらの課題を対処すべき課題と位置づけ、その実現によって企業価値と株主価値の持続的な拡大を目指してま
いります。株主並びにお取引先の皆さまには、今後とも一層のご支援を賜りますよう心からお願い申しあげます。
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⑵　企業集団及び当行の財産及び損益の状況
イ．企業集団の財産及び損益の状況

(単位：億円)

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
経 常 収 益 298 338 327 288
経 常 利 益 79 73 78 47
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 53 55 53 35
包 括 利 益 22 △52 44 33
純 資 産 額 1,040 977 1,012 1,037
総 資 産 13,148 13,492 13,565 13,381

ロ．当行の財産及び損益の状況
(単位：億円)

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
預 金 11,002 11,248 11,582 11,642

定 期 性 預 金 6,725 6,669 6,678 6,507
そ の 他 4,277 4,578 4,903 5,135

貸 出 金 8,192 8,315 8,417 8,355
個 人 向 け 1,972 2,020 2,015 1,994
中 小 企 業 向 け 3,049 3,107 3,278 3,330
そ の 他 3,170 3,187 3,123 3,030

商 品 有 価 証 券 1 1 1 1
有 価 証 券 4,308 4,377 4,478 4,247

国 債 1,412 1,140 624 623
そ の 他 2,896 3,236 3,853 3,624

総 資 産 13,053 13,389 13,449 13,256
内 国 為 替 取 扱 高 41,180 40,149 41,892 41,668

外 国 為 替 取 扱 高
百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

697 825 622 299

経 常 利 益
百万円 百万円 百万円 百万円

7,547 6,997 7,430 4,436

当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円 百万円

5,296 5,472 5,254 3,504

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
円　　　銭 円　　　銭 円　　　銭 円　　　銭

87　31 81　83 78　57 52　39
(注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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⑶　企業集団の使用人の状況
イ．企業集団の使用人数

当 年 度 末 前 年 度 末
銀行業 リース業 その他事業 銀行業 リース業 その他事業

使用人数 730人 1人 2人 727人 1人 3人
(注)　１．使用人数には、臨時雇員及び嘱託を含んでおりません。

２．上記使用人数の他に富山ファースト・ビジネス㈱等より派遣を受けている人員は、銀行業４人、リース業１人、
その他事業９人であります。

ロ．当行の使用人の状況

当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 730人 727人

平 均 年 齢 39年4月 39年3月

平 均 勤 続 年 数 16年7月 16年6月

平 均 給 与 月 額 380千円 382千円

(注)　１．使用人数には、臨時雇員及び嘱託を含んでおりません。
２．平均年齢、平均勤続年数及び平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
３．平均給与月額は、３月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与は含まれておりません。
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⑷　企業集団の主要な営業所等の状況
イ．銀行業

主 要 な 営 業 所 営 業 所 数
店 前年度末

富 山 県 本 店 営 業 部 他 57 （ 57 ）

石 川 県 金 沢 支 店 他 3 （ 3 ）

新 潟 県 長 岡 支 店 他 3 （ 3 ）

岐 阜 県 高 山 支 店 他 2 （ 2 ）

東 京 都 東 京 支 店 1 （ 1 ）

大 阪 府 大 阪 支 店 1 （ 1 ）

合 計 67 （ 67 ）

(注)　１．富山県の営業所数は、富山ファースト・ビジネス㈱本社を含んでおります。
２．上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を37か所（前年度末53か所）設置しております。

ロ．リース業
富山ファースト・リース㈱本社及び富山営業部

ハ．その他事業
富山ファースト・ディーシー㈱本社、㈱富山ファイナンス本社

⑸　設備投資の状況
イ．当行の設備投資の総額

(単位　百万円)

設備投資の総額 683

ロ．当行の重要な設備の新設等
該当ありません。

ハ．当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却
該当ありません。

－ 10 －
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⑹　重要な親会社及び子会社等の状況
イ．親会社の状況

該当ありません。

ロ．子会社等の状況
(2018年度末現在)

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設 立
年 月 日 資本金

当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

富 山 フ ァ ー ス ト ・
ビ ジ ネ ス 株 式 会 社

富山市奥田本町
６番35号

銀行業務代行
労働者派遣業務等

1988年
2月13日

百万円 ％
10 100.00 －

富 山 フ ァ ー ス ト ・
リ ー ス 株 式 会 社

高岡市京田
621番地 リース業務等 1984年

12月1日 40 18.12 －

富 山 フ ァ ー ス ト ・
デ ィ ー シ ー 株 式 会 社

富山市掛尾町
626番地

クレジットカード
信用保証業務等

1987年
3月18日 20 20.00 －

株 式 会 社
富 山 フ ァ イ ナ ン ス

富山市新桜町
２番地24 金銭の貸付業務等 1954年

10月5日 10 13.75 －

(注)　１．当行議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
２．上記４社が連結対象子会社及び子法人等であります。

ハ．重要な業務提携の概況
１．第二地銀協地銀40行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称SCS）を行

っております。
２．第二地銀協地銀40行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行64行、信用金庫260金庫（信金中央金庫を含む）、

信用組合142組合（全信組連を含む）、系統農協・信漁連693（農林中金、信連を含む）、労働金庫14金庫（労
金連を含む）との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称MICS）を行っ
ております。

３．第二地銀協地銀40行の提携により、ISDN回線交換網を利用したデータ伝送の方法による取引先企業との間の総
合振込等のデータの授受のサービス及び入出金取引明細等のマルチバンクレポートサービス（略称SDS）を行っ
ております。

４．株式会社北國銀行及び株式会社福井銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し及び預
入れの利用手数料（除く振込手数料）無料のサービスを行っております。

５．株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービスを行っており
ます。

６．株式会社セブン銀行との提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した現金自動設備による現金自動
引出し及び預入れのサービスを行っております。

７．株式会社イオン銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービスを行っておりま
す。

８．株式会社ローソンバンクとの提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した現金自動設備による現金
自動引出し及び預入れのサービスを行っております。

９．株式会社イーネットとの提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した現金自動設備による現金自動
引出し及び預入れのサービスを行っております。

⑺　事業譲渡等の状況
該当ありません。

⑻　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当ありません。
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２．会社役員（取締役、監査役）に関する事項
⑴　会社役員の状況

(2018年度末現在)
氏　名 地位及び担当 重　要　な　兼　職 その他

金 岡 純 二 取締役会長（代表取締役）

横 田 　 格 取締役頭取（代表取締役）

釣 　 安 孝 取締役　人事企画部長

柴 田 栄 文 取締役　総合企画部長

八 幡 正 之 取締役　リテール部長

水 上 豊 治 取締役　高岡支店長

田 中 　 豊 取締役　事務統括システム部長

桑 原 幹 也 取締役　法人事業部長

朝 瀬 　 久 取締役　支店部長兼ダイレクトバンキング部長

川 原 義 仁 取締役（社外取締役）

金 岡 克 己 取締役（社外取締役） ㈱インテック取締役相談役

藤 岡 正 紀 常勤監査役

戸 田 雅 也 常勤監査役

横 山 哲 夫 監査役（社外監査役） 北日本放送㈱　代表取締役社長

河 合 　 隆 監査役（社外監査役）

(注)　1.取締役コーポレート部長兼東京支店長沢田　貢氏は2019年３月15日に辞任により退任致しました。
　　　2.当行は、社外役員の全員を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に

届け出ております。
(参考)　当行は、2004年７月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員の役職地位、氏名及び担当は

次のとおりであります。
(2018年度末現在)

氏　名 地 位 担当又は主な職業
島 田 秀 二 執行役員 コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長
舟 崎 滋 郎 執行役員 金沢支店長
稲 垣 則 義 執行役員 魚津支店長

－ 12 －

会社役員（取締役、監査役）に関する事項



⑵　会社役員に対する報酬等
(単位：百万円)

区　分 支給人数 報　酬　等
取締役 12 122
監査役 4 36

計 16 159
１．上記の人数には、2019年３月15日に辞任した取締役１名を含んでおります。
２．取締役の「報酬等」には、取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての給与114百万円は含まれていません。
３．取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第104回定時株主総会において報酬等「年額２億円以内（うち社外

取締役１千万円以内）」（ただし使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。またこれとは別に2018
年６月28日開催の第107回定時株主総会において年額30百万円を限度として自己株式を交付する譲渡制限付株式報
酬制度（社外取締役は除く）の導入を決議いただいております。上記報酬額のうち同株式報酬は７百万円であります。

４．監査役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第104回定時株主総会において報酬等「年額５千万円以内（うち社
外監査役１千万円以内）」と決議いただいております。

⑶　責任限定契約
氏　名 責任限定契約の内容の概要

取締役 川 原 義 仁
会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失
がないときには、会社法第425条第１項に定義される最低責任限度額をもって損害賠償責
任の限度としております。

取締役 金 岡 克 己 同　上

監査役 横 山 哲 夫 同　上

監査役 河 合 　 隆 同　上

－ 13 －
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３．社外役員に関する事項
⑴　社外役員の兼職その他の状況

氏　名 兼職その他の状況 同社との取引
取締役 川 原 義 仁 ― ―
取締役 金 岡 克 己 ㈱インテック　取締役相談役 銀行取引等
監査役 横 山 哲 夫 北日本放送㈱　代表取締役社長 銀行取引
監査役 河 合 　 隆 ― ―

金岡克己氏は、当行代表取締役会長金岡純二氏の三親等親族であります。

⑵　社外役員の主な活動状況

氏　名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言
その他の活動状況

取締役 川 原 義 仁 ３年９カ月 当期に開催された当期の取締役会17
回のうち14回に出席しております。

取締役会において金融業界に関す
る専門知識と長い経験から議決の
妥当性・適正性を確保するための
助言・発言を行なっております。

取締役 金 岡 克 己 ３年９カ月 当期に開催された当期の取締役会17
回のうち16回に出席しております。

取締役会において豊富な企業経営
経験と専門知識から議決の妥当
性・適正性を確保するための助言・
発言を行なっております。

監査役 横 山 哲 夫 ９年９カ月
当期に開催された取締役会17回のう
ち12回、監査役会13回のうち10回
に出席しております。

取締役会においては富山県を代表
する報道機関の長としての見地か
ら、会の適正性を確保するための
発言を行なっております。監査役
会においても適宜必要な発言を行
なっております。

監査役 河 合 　 隆 ３年９カ月
当期に開催された取締役会17回のう
ち16回、監査役会13回のうち12回
に出席しております。

取締役会においては富山県を代表
する報道機関での経営経験から、
会の適正性を確保するための発言
を行なっております。監査役会に
おいても適宜必要な発言を行なっ
ております。

⑶　社外役員に対する報酬等
(単位：百万円)

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等
報酬等の合計 4 20 －

⑷　社外役員の意見
特段ありません。

－ 14 －
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４．当行の株式に関する事項
⑴　株　式　数 発行可能株式総数 180,000千株

発行済株式の総数 67,309千株
(注)　株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

⑵　当年度末株主数 7,377名

⑶　大　株　主

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当行への出資状況

持株数等 持株比率
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 千株 ％

2,036 3.04
株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,941 2.90
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,871 2.79
株 式 会 社 福 井 銀 行 1,788 2.67
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 1,541 2.30
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 1,409 2.10
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,292 1.93
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,254 1.87
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,237 1.84
富 山 第 一 銀 行 職 員 持 株 会 1,201 1.79

(注)　１．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は、発行済株式の総数から2019年３月31日現在所有している自己株式（413千株）を減じた株式数

を基準に算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

－ 15 －
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５．当行の新株予約権等に関する事項
該当ありません。

６．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の状況

(単位：百万円)

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他
EY新日本有限責任監査法人

40 －指定有限責任社員 細 野 和 也
指定有限責任社員 安 田 康 宏

（注）１．当行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40百万円
２．監査役会は、取締役、関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の前

期の監査計画、職務執行状況、当該期の報酬見積りの算出根拠などが適切であるかなどについて検証を
行い審議した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意いたしました。

３．なお、EY新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日に新日本有限責任監査法人から名称を変更して
おります。

⑵　責任限定契約
該当ありません。

⑶　会計監査人に関するその他の事項
　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合等、会計監査人が継続してその職責
を遂行する上で重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任
の検討を行います。

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
定めておりません。
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８．業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況
Ⅰ．当行は、会社法に規定されている業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）について取締役会で次の

通り決議しております。
⑴　当行の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、当行ならびに子会社および子

会社等から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制（会社法第362条４項６号）
①　取締役は、企業活動における法令・定款等の遵守を明示した「銀行員の行動規範」を定め、これを率先して実

践するとともに、職員がこれを遵守するよう適切に指導・監督を行う。
②　取締役会は、「取締役会規程」を定め、原則として月１回以上開催し、法令・定款に従い重要な業務執行に関

する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行の状況について報告を受け、取締役の職務執行を監督する。
③　取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役および取締役会に報告するなどガ

バナンス体制を強化する。
④　取締役会は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」等を制定し、財務報告の適正性を確保する体制を整備す

る。
⑤　取締役会は、社会的責任と公共的使命を果たすため、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と

は、断固として対決する」ことを基本方針とした「反社会的勢力対応規程」等の策定とその周知徹底を図り、
反社会的勢力排除の体制を整備する。

⑥　取締役会は、「子会社および子会社等管理規程」の周知徹底により当行と子会社および子会社等から成る企業
集団の業務の適正を確保する体制を整備する。

⑵　業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則第100条）
①　当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条１項１号）

イ．行内の文書の作成、保存および管理について定めた「セキュリティポリシー」および「文書規程」を、取締
役会において制定し、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。

ロ．取締役および監査役は、「文書規程」により、常時、上記文書等を閲覧できるものとする。
②　当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条１項２号）

イ．信用リスク、事務リスク、システムリスク、市場関連リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等の
リスクの種類ごとに、リスク管理の目的、管理方針、管理のための組織および規程等を取締役会において決
定する。

ロ．内部監査部門として監査部を設置し、取締役会において「内部監査規程」を制定する。リスクの種類および
程度に応じた監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本方針を取締役会で決定し、これを踏まえて内部監
査部門において実施し、その結果を定期的に取締役会に報告する。

ハ．災害発生時等の対応について「コンティンジェンシープラン」を策定するほか、不測の事態が発生した場合
には、取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、対策本部を設置して迅速な対応を行い、
損害の拡大を防止しこれを最小限に止める危機管理体制を整える。
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③　当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条１項３
号）

イ．当行の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に会長、頭取、副頭取、その他の指名委員
（取締役または執行役員等）によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を
行う。

ロ．迅速な意思決定と業務執行が可能となるように、取締役の員数を15名以内とするとともに、執行役員制度を
導入し、業務の決定および執行の権限を大幅に執行役員に委譲する。

ハ．取締役および使用人の職務の執行が効率的になされるよう、「職務分掌・権限規程」を取締役会において制
定する。

④　当行の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則第100条１
項４号）

イ．取締役会において、「コンプライアンスの基本方針および遵守基準」、「コンプライアンス規程」を策定し
てその周知徹底を図る。

ロ．コンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部が取締役および使用人の法令・定款違反行為を認
知した場合は、直ちに取締役会および監査役会に報告する。

ハ．取締役および使用人が、行内および行外に設置した通報窓口に対して、法令違反等の情報を通報することが
できる「企業倫理ダイレクトライン」を設置する。

ニ．本部に常設のコンプライアンス統括部署としてコンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部を
設置するとともに、各部店にコンプライアンスオフィサーを設置して、コンプライアンスに関する情報の一
元的管理とコンプライアンスの徹底を図る。

ホ．コンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部は、コンプライアンスに関する事項について、審
議・決定し、事業年度ごとに、取締役および使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施する。

ヘ．コンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部は、コンプライアンスに関する活動について、定
期的に取締役会および監査役会に報告する。

ト．事業年度ごとに、取締役会において「コンプライアンス・プログラム」を策定し、その実施状況を業績評価
や人事考課に反映する。

チ．事故防止のため、使用人の人事ローテーションや連続休暇制度を実施する。
⑤　次に掲げる体制その他の当行ならびに子会社および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制（会社法施行規則第100条１項５号）
イ．当行の子会社および子会社等の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行

うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事
項の当行への報告に関する体制

・当行は、「子会社および子会社等管理規程」において、子会社および子会社等の経営方針、財務状況、内部
管理に関する事項、その他重要な事象の当行への報告を明記しその体制を整備する。
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ロ．当行の子会社および子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・子会社および子会社等のリスク管理体制および危機管理体制ならびに情報管理体制については、当行の担当

部署の指導・監督により、当行と子会社および子会社等全体として、適正な体制が確保されるようにする。
・当行の内部監査部門は、子会社および子会社等の業務執行およびリスク管理の状況等について監査を実施す

る。
ハ．当行の子会社および子会社等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・子会社および子会社等においても、業務の決定および執行についての相互監視が適正になされるよう、取締
役会と監査役を設置する。

・「子会社および子会社等管理規程」に基づく「子会社および子会社等社長会」を定例的に開催し、子会社お
よび子会社等の重要な業務の決定を当行が管理するとともに、当行と子会社および子会社等全体の経営の基
本戦略・経営計画等に係る協議を行う。

ニ．当行の子会社および子会社等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

・当行が制定した「行動規範」、「コンプライアンス規程等」および「企業倫理ダイレクトライン」を子会社
および子会社等の役職員に適用し、当行のコンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部は、そ
の啓蒙・指導・監督、周知徹底により当行と子会社および子会社等全体として適正な体制が確保されるよう
にする。

・当行の子会社および子会社等においてもコンプライアンスオフィサーの設置およびコンプライアンス・プロ
グラムの策定、定期的なコンプライアンス研修の実施ならびにこれらの報告等により、当行コンプライアン
ス／フィデューシャリー・デューティー部は、当行と子会社および子会社等全体のコンプライアンスに関す
る情報の一元管理をはかる。

⑶　当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびそ
の使用人の当行の取締役からの独立性に関する事項ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項（会社法施行規則第100条３項１号、２号、３号）

①　監査役の職務を補助するため、監査役室を設置する。監査役室の人員については、監査役会と協議のうえ、必
要な人員を配置する。

②　監査役室に所属する使用人の任命および異動については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重す
る。

③　監査役室に所属する使用人は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮・命令を受けないこと
とする。
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⑷　当行の取締役および使用人が当行の監査役に報告をするための体制ならびに当行の子会社および子会社等の取締
役、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相
当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制（会社法施
行規則第100条３項４号イ、ロ）、これらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制（会社法施行規則第100条３項５号）

①　当行と子会社および子会社等の取締役および使用人が当行の監査役に報告すべき事項および時期についての規
程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役および使用人は、法令等の違反行為、当行に著しい損害を及
ぼすおそれのある事実、銀行法に定める不祥事件に該当するおそれのある行為について当行の監査役に都度報
告するものとする。前記にかかわらず、当行の監査役はいつでも必要に応じて、当行と子会社および子会社等
の取締役および使用人に対して報告を求めることができる。

②　当行が制定した「企業倫理ダイレクトライン」を当行と子会社および子会社等の全役職員に適用し、その適切
な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について当行の監査役への適切な報
告体制を確保する。

③　「企業倫理ダイレクトライン」の担当部署は、当行と子会社および子会社等の役職員からの内部通報の状況に
ついて、定期的に当行の監査役に対して報告する。

④　当行は、これら報告を行ったものおよびその協力者に対し、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを
行うことを禁止し、その旨を当行と子会社および子会社等の役職員に周知徹底する。

⑸　当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる
費用または債務の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条３項６号）

①　当行は、監査役がその職務の執行について、当行に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をし
たときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、
速やかに当該費用または債務を処理する。

⑹　その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条３項７号）
①　株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたっては、監査役会とあらかじめ協議をする。
②　監査役は、取締役会はもとより、経営会議、その他の重要な会議に出席できる。
③　代表取締役は、監査役会と定期的に、当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課

題等について意見交換をする。
④　監査役からの求めがあるときは、内部監査部門が監査役へ協力する。
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Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当行は、上記業務の適正を確保するための体制の各項目に記載した全ての行内規程及び必要な機関、会議体等の組
織、体制等の整備を行い、適正な業務遂行等を保証する体制を構築しております。取締役会において継続的に経営上
の新たなリスクへの対応策について検討し、必要に応じて既存規程及び業務の見直しを行い、内部統制システムの実
効性の向上を図っております。
　さらに、当行並びに子会社及び子会社等から成る企業集団全体に対して、コンプライアンス／フィデューシャリー・
デューティー部と監査部が中心となり、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する周知徹底、啓蒙等を
継続的に行っております。
　当企業集団全体の内部統制システムの整備・運用状況については、その遵守状況、重要な不備の有無等について監
査部が定期的に内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会に報告しております。
　監査役につきましては、監査が実効的に行われる体制を上記のとおり整備しております。監査役は、業務執行に関
わる重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めるなど、監査部等内部監査部門の協力を得て、職務を適切に
遂行しており、監査結果は定期的に取締役会に報告されております。

９．特定完全子会社に関する事項
　該当ありません。

10．親会社等との間の取引に関する事項
該当ありません。

11．会計参与に関する事項
該当ありません。

12．その他
該当ありません。

－ 21 －

業務の適正を確保する体制、特定完全子会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項、会計参与に関する事項、その他



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

第108期末 (2019年３月31日現在)貸借対照表
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 　 産 　 　 の 　 　 部 ）
現 金 預 け 金

現 金
預 け 金

商 品 有 価 証 券
商 品 国 債
商 品 地 方 債

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
取 立 外 国 為 替

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
前 払 費 用
未 収 収 益
金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

50,605
9,786

40,819
182
159
22

700
424,794

62,376
15,099
50,608
80,510

216,199
835,586

10,805
30,367

680,002
114,411

1,222
1,127

95
3,909

111
24

1,467
14

2,292
10,788

4,390
5,587

128
0

681
1,014

966
47

2,654
△5,768

（ 負 　 　 債 　 　 の 　 　 部 ）
預 金 1,164,283

当 座 預 金 56,657
普 通 預 金 416,344
貯 蓄 預 金 22,505
通 知 預 金 8,671
定 期 預 金 645,106
定 期 積 金 5,609
そ の 他 の 預 金 9,390

譲 渡 性 預 金 29,021
コ ー ル マ ネ ー 15,000
借 用 金 12,717

借 入 金 12,717
外 国 為 替 0

未 払 外 国 為 替 0
そ の 他 負 債 4,013

未 決 済 為 替 借 209
未 払 法 人 税 等 89
未 払 費 用 1,360
前 受 収 益 340
従 業 員 預 り 金 170
給 付 補 填 備 金 0
金 融 派 生 商 品 47
リ ー ス 債 務 146
資 産 除 去 債 務 80
そ の 他 の 負 債 1,568

役 員 賞 与 引 当 金 20
退 職 給 付 引 当 金 324
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 126
偶 発 損 失 引 当 金 165
繰 延 税 金 負 債 342
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 793
支 払 承 諾 2,654
負 債 の 部 合 計 1,229,463
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
資 本 金 10,182
資 本 剰 余 金 6,074

資 本 準 備 金 6,074
利 益 剰 余 金 72,191

利 益 準 備 金 3,157
そ の 他 利 益 剰 余 金 69,033

別 途 積 立 金 38,860
繰 越 利 益 剰 余 金 30,173

自 己 株 式 △289
株 主 資 本 合 計 88,158
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 6,577
土 地 再 評 価 差 額 金 1,491
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 8,068
純 資 産 の 部 合 計 96,227

資 産 の 部 合 計 1,325,690 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,325,690
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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第108期(2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで)損益計算書

(単位：百万円)
科 目 金 額

経 常 収 益 24,109
資 金 運 用 収 益 17,738

貸 出 金 利 息 9,363
有 価 証 券 利 息 配 当 金 8,334
預 け 金 利 息 33
そ の 他 の 受 入 利 息 5

役 務 取 引 等 収 益 2,070
受 入 為 替 手 数 料 595
そ の 他 の 役 務 収 益 1,475

そ の 他 業 務 収 益 548
国 債 等 債 券 売 却 益 373
国 債 等 債 券 償 還 益 0
そ の 他 の 業 務 収 益 174

そ の 他 経 常 収 益 3,752
償 却 債 権 取 立 益 2
株 式 等 売 却 益 3,667
金 銭 の 信 託 運 用 益 6
そ の 他 の 経 常 収 益 76

経 常 費 用 19,673
資 金 調 達 費 用 655

預 金 利 息 647
譲 渡 性 預 金 利 息 4
コ ー ル マ ネ ー 利 息 △4
そ の 他 の 支 払 利 息 8

役 務 取 引 等 費 用 1,215
支 払 為 替 手 数 料 109
そ の 他 の 役 務 費 用 1,106

そ の 他 業 務 費 用 2,484
外 国 為 替 売 買 損 50
商 品 有 価 証 券 売 買 損 0
国 債 等 債 券 売 却 損 1,957
国 債 等 債 券 償 還 損 455
そ の 他 の 業 務 費 用 20

営 業 経 費 12,471
そ の 他 経 常 費 用 2,846

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,847
貸 出 金 償 却 0
株 式 等 売 却 損 851
株 式 等 償 却 0
そ の 他 の 経 常 費 用 146

経 常 利 益 4,436
特 別 利 益 24

固 定 資 産 処 分 益 24
特 別 損 失 379

固 定 資 産 処 分 損 13
減 損 損 失 365

税 引 前 当 期 純 利 益 4,081
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,056
法 人 税 等 調 整 額 △479
法 人 税 等 合 計 576
当 期 純 利 益 3,504

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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第108期(2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで)株主資本等変動計算書

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 10,182 6,074 6,074 2,970 38,860 27,703 69,534 △308 85,482
当 期 変 動 額

利 益 準 備 金 の 積 立 187 △187
剰 余 金 の 配 当 △936 △936 △936
当 期 純 利 益 3,504 3,504 3,504
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 △5 △5 18 12
土地再評価差額金の取崩 95 95 95
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － 187 － 2,470 2,657 18 2,676
当 期 末 残 高 10,182 6,074 6,074 3,157 38,860 30,173 72,191 △289 88,158

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差　額　金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 6,912 1,586 8,498 93,981
当 期 変 動 額

利 益 準 備 金 の 積 立
剰 余 金 の 配 当 △936
当 期 純 利 益 3,504
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 12
土地再評価差額金の取崩 95
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △335 △95 △430 △430

当 期 変 動 額 合 計 △335 △95 △430 2,246
当 期 末 残 高 6,577 1,491 8,068 96,227

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式につ
いては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は
移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法
により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

⑵　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記⑴と同じ方法により行っております。
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１
日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりで
あります。

建　物 21年～24年
その他 4 年～20年

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期
間（５年）に基づいて償却しております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を
耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等
の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減
額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」と
いう。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利
息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見
積法）により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しております。
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なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可
能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,994百万円であり
ます。

⑵　役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額
を計上しております。

⑶　退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のと
おりであります。
　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理
　数理計算上の差異：発生の翌期に期間により按分して費用処理

⑷　睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去
の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

⑸　偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を計上し
ております。

７．ヘッジ会計の方法
⑴　金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段として各取引毎に個別対応のデリバティ
ブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を行
いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかど
うかを検証することでヘッジの有効性を評価しております。

⑵　為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処
理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　2002年７月29日。）に規
定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及
び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション
相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

８．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産
に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
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注記事項
（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式総額 22百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は639百万円、延滞債権額は13,134百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計
上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として
利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は22百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債
権及び延滞債権に該当しないものであります。

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,816百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の
返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に
該当しないものであります。

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は16,612百万円であります。
なお、上記２から５に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手
形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており
ますが、その額面金額は10,805百万円であります。

７．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 30,185百万円
担保資産に対応する債務

預金 516百万円
コールマネー 15,000百万円
借入金 12,717百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券7,198百万円を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金は16百万円及び敷金は271百万円が含まれております。

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ
れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る
融資未実行残高は121,710百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが116,585百万円であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来
のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に
予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
す。
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９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ
いては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日　　　　　　　1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める算定方法に
基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格（路線価）を基準として時価を
算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の
帳簿価額の合計額との差額2,776百万円

10．有形固定資産の減価償却累計額 11,950百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 94百万円
12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額は

1,461百万円であります。
13．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額

15百万円
14．関係会社に対する金銭債権総額 12,117百万円
15．関係会社に対する金銭債務総額 744百万円

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 120百万円
役務取引等に係る収益総額 5百万円

２．関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 7百万円
役務取引等に係る費用総額 32百万円
その他の取引に係る費用総額 275百万円

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘　要

自己株式
普 通 株 式 440 0 27 413 注
合 計 440 0 27 413

(注）増加は単元未満株式の買取等によるものであり、減少は譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。

（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」｢地方債」｢社債」｢株式」｢その他の証券」のほか、｢商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券 (2019年３月31日現在)

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円)

売買目的有価証券 0
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２．満期保有目的の債券 (2019年３月31日現在)

種　類 貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

国債 6,095 6,659 563
地方債 799 824 24
社債 5,772 5,856 84
その他 500 507 7
小計 13,167 13,847 679

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

国債 ― ― ―
地方債 ― ― ―
社債 217 214 △2
その他 ― ― ―
小計 217 214 △2

合 計 13,384 14,062 677

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 (2019年３月31日現在)
貸借対照表計上額

（百万円）
時　価

（百万円）
差　額

（百万円）
子会社・子法人等株式 ― ― ―
関連法人等株式 ― ― ―

合 計 ― ― ―
(注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 22
関連法人等株式 ―

合 計 22
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、｢子会社・子法人等株式及び
関連法人等株式」には含めておりません。
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４．その他有価証券 (2019年３月31日現在)

種　類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差　額
（百万円）

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株式 37,630 25,790 11,840
債券 114,173 110,336 3,836

国債 56,280 53,625 2,655
地方債 14,299 13,962 337
社債 43,593 42,749 844

その他 115,052 107,929 7,123
小計 266,856 244,055 22,801

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株式 40,833 48,390 △7,557
債券 1,025 1,028 △2

地方債 ― ― ―
社債 1,025 1,028 △2

その他 99,706 105,475 △5,769
小計 141,565 154,894 △13,329

合 計 408,422 398,950 9,471
(注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

貸借対照表計上額
（百万円）

株式 2,024
その他 940

合 計 2,965
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。

５．当事業年度中に売却したその他有価証券　(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
売却額

（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）
株 式 39,626 3,667 851
債 券 35,773 101 ―

国 債 ― ― ―
地 方 債 35,773 101 ―
社 債 ― ― ―

そ の 他 31,603 271 1,957
合 計 107,003 4,041 2,808
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（金銭の信託関係）
その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） (2019年３月31日現在)

貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差　　額
（百万円）

うち貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

（百万円）

うち貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

（百万円）
その他の金銭の信託 700 700 ― ― ―
(注)　１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

２．「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれ
ぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金 2,565百万円
退職給付引当金 858
減価償却費 874
その他 922

繰延税金資産小計 5,220
評価性引当額（注） △2,668
繰延税金資産合計 2,551
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 2,894
繰延税金負債合計 2,894
繰延税金負債の純額 342百万円
(注）評価性引当額の変動の主な内容は、貸倒引当金に係る評価性引当額の減少によるものであります。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 1,438円46銭
１株当たりの当期純利益金額 52円39銭
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第108期末 (2019年３月31日現在)連結貸借対照表
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 　 産 　 　 の 　 　 部 ）
現 金 預 け 金
商 品 有 価 証 券
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
リース債権及びリース投資資産
そ の 他 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

50,631
182
700

437,255
823,643

1,222
8,644
7,298

10,960
4,477
5,654

0
827

1,068
1,019

49
65

2,654
△6,161

（負　　債　　の　　部）
預 金 1,163,718
譲 渡 性 預 金 29,021
コールマネー及び売渡手形 15,000
借 用 金 16,380
外 国 為 替 0
そ の 他 負 債 5,030
役 員 賞 与 引 当 金 20
退 職 給 付 に 係 る 負 債 679
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 126
偶 発 損 失 引 当 金 165
繰 延 税 金 負 債 860
再評価に係る繰延税金負債 793
支 払 承 諾 2,654
負 債 の 部 合 計 1,234,450
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
資 本 金 10,182
資 本 剰 余 金 6,076
利 益 剰 余 金 74,234
自 己 株 式 △289
株 主 資 本 合 計 90,204
その他有価証券評価差額金 7,129
土 地 再 評 価 差 額 金 1,491
退職給付に係る調整累計額 △243
その他の包括利益累計額合計 8,376
非 支 配 株 主 持 分 5,133
純 資 産 の 部 合 計 103,714

資 産 の 部 合 計 1,338,165 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,338,165
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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第108期(2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで)連結損益計算書

(単位：百万円)
科 目 金 額

経 常 収 益 28,866
資 金 運 用 収 益 17,929

貸 出 金 利 息 9,259
有 価 証 券 利 息 配 当 金 8,630
預 け 金 利 息 33
そ の 他 の 受 入 利 息 5

役 務 取 引 等 収 益 2,070
そ の 他 業 務 収 益 5,057
そ の 他 経 常 収 益 3,808

償 却 債 権 取 立 益 3
そ の 他 の 経 常 収 益 3,804

経 常 費 用 24,126
資 金 調 達 費 用 668

預 金 利 息 647
譲 渡 性 預 金 利 息 4
コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 △4
借 用 金 利 息 20
そ の 他 の 支 払 利 息 0

役 務 取 引 等 費 用 1,186
そ の 他 業 務 費 用 6,556
営 業 経 費 12,794
そ の 他 経 常 費 用 2,920

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,895
そ の 他 の 経 常 費 用 1,024

経 常 利 益 4,740
特 別 利 益 24

固 定 資 産 処 分 益 24
特 別 損 失 379

固 定 資 産 処 分 損 13
減 損 損 失 365

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,385
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,167
法 人 税 等 調 整 額 △491
法 人 税 等 合 計 675
当 期 純 利 益 3,709
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 135
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,573

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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第108期(2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで)連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 10,182 6,076 71,508 △308 87,459
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △936 △936
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,573 3,573

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 △5 18 12
土地再評価差額金の取崩 95 95
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 - - 2,726 18 2,745
当 期 末 残 高 10,182 6,076 74,234 △289 90,204

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 7,470 1,586 △266 8,790 5,014 101,264
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △936
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,573

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 12
土地再評価差額金の取崩 95
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) △341 △95 22 △413 119 △294

当 期 変 動 額 合 計 △341 △95 22 △413 119 2,450
当 期 末 残 高 7,129 1,491 △243 8,376 5,133 103,714
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
１．子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。
２．連結の範囲に関する事項

⑴　連結される子会社及び子法人等　　　４社
会社名

富山ファースト・ビジネス株式会社
富山ファースト・リース株式会社
富山ファースト・ディーシー株式会社
株式会社富山ファイナンス

⑵　非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

３．持分法の適用に関する事項
該当ありません。

４．開示対象特別目的会社に関する事項
該当ありません。

５．のれんの償却に関する事項
該当ありません。

６．会計方針に関する事項
⑴　商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
⑵　有価証券の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については
原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが
極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

②金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
⑶　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
⑷　固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年
４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のと
おりであります。

建　物 21年～24年
その他 4 年～20年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却し
ております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行並びに連結される子
会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

③リース資産
該当ありません。
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⑸　引当金の計上基準
①貸倒引当金

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等
の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減
額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」と
いう。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利
息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見
積法）により引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可
能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,994百万円であり
ます。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

②役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属
する額を計上しております。

③睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去
の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

④偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を計上し
ております。

⑹　退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基
準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理
数理計算上の差異：発生年度の翌連結会計年度に一括費用処理

⑺　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

⑻　収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。
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⑼　重要なヘッジ会計の方法
①金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段として各取引毎に個別対応のデリ
バティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指
定を行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されてい
るかどうかを検証することでヘッジの有効性を評価しております。

②為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の
会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　2002年７月29
日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動
リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して
おります。

⑽　消費税等の会計処理
当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．貸出金のうち、破綻先債権額は645百万円、延滞債権額は13,136百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計
上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として
利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は23百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債
権及び延滞債権に該当しないものであります。

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,821百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の
返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に
該当しないものであります。

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は16,627百万円であります。
なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手
形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は10,805百万円であります。
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６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 30,185百万円
担保資産に対応する債務

預金 516百万円
コールマネー及び売渡手形 15,000百万円
借用金 12,717百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券7,198百万円を差し入れております。
また、その他資産には、保証金16百万円及び敷金281百万円が含まれております。

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ
れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る
融資未実行残高は122,493百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが116,611百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並びに
連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必
要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の
業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

８．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差
額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日

1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地
価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額2,776百万円

９．有形固定資産の減価償却累計額 12,166百万円
10．有形固定資産の圧縮記帳額 94百万円
11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は1,461

百万円であります。

（連結損益計算書関係）
「その他の経常費用」には貸出金償却19百万円、株式等償却０百万円及び株式等売却損854百万円を含んでおります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)
当連結会計

年度期首株式数
当連結会計

年度増加株式数
当連結会計

年度減少株式数
当連結会計

年度末株式数 摘　要

発行済株式
普通株式 67,309 ― ― 67,309
合 計 67,309 ― ― 67,309

自己株式
普通株式 440 0 27 413 注
合 計 440 0 27 413

（注）増加は単元未満株式の買取等によるものであり、減少は譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
２．配当に関する事項

⑴　当連結会計年度中の配当金支払額
（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2 0 1 8 年  6  月 2 8 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 468百万円 7.00円 2018年 3 月31日 2018年 6 月29日

2 0 1 8 年 1 1 月  7  日
取 締 役 会 普通株式 468百万円 7.00円 2018年 9 月30日 2018年12月 5 日

合 計 936百万円

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
2019年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
①配当金の総額 468百万円
②１株当たりの配当額 7.00円
③基準日 2019年３月31日
④効力発生日 2019年６月28日
なお、配当原資は利益剰余金とする予定としております。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
当行グループは、銀行業及びリース業などの金融サービス事業を行っております。主として金利変動を伴う金融資産及び
金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当行では、金融資産及び金融負債の総合的管
理（ALM）を行い、安定的な収益を確保する運営に努めております。
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⑵　金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約不履行によっても
たらされる信用リスクに晒されております。当期の連結決算日現在における貸出金は、経済環境等の状況の変化により、
契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期
保有目的、純投資目的及び政策投資目的で保有しているほか、商品有価証券として売買目的で保有しております。これら
は、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債である譲渡性預金、コールマネー及び借入金等は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなく
なるリスク及び支払期日にその支払を実行できなくなるリスク等に晒されております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
当行は、リスク毎に管理規程を制定し管理担当部署でリスクの測定、管理手法の研究、リスクの極小化、顕在化の未然防
止策の検討、実践等を行い、その状況を経営管理部及びリスク管理委員会へ報告し、リスクの把握・統制に努めています。
また、リスク管理委員会を毎月定例開催し、各リスクの現状の把握・分析・対応策等について検討し、その結果は、経営
会議を経て毎月の取締役会に報告され、指示を得る体制となっております。
金融商品に係るリスクカテゴリー毎の管理体制は以下のとおりです。
①信用リスクの管理

当行グループは、当行の信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件毎の与信審査、信用情報管
理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの
与信管理は、各営業店のほか市場に応じてコーポレート部・法人事業部・リテール部・地域部の４部署、ならびに経営
管理部により行われ、また、定期的に経営陣による経営会議・投融資審査会等で、審議・報告を行っております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、市場金融部において、格付情報や時価の把握を定期的に行うことで管理し
ております。

②市場リスクの管理
当行グループは、「市場リスク管理規程」において、リスクの定義、管理体制、測定・評価・管理の手法を定め、市場
取引に係るリスクを把握するとともに、リスクの許容範囲を勘案し、これを総合的に管理することで、適正な収益の確
保と市場関連業務の健全性・適切性を維持することを基本的なスタンスとしております。これらの市場リスク管理は、
市場金融部及び経営管理部が行っております。
(ⅰ)金利リスクの管理

月次ベースで市場金融部及び経営管理部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、金利感応
度分析をはじめとするモニタリングを行い、ALM委員会において検討しております。これらの情報は経営管理部を
通じ、リスク管理委員会及び経営会議において定期的に報告されております。

(ⅱ)為替リスクの管理
当行グループは、国際業務の為替の変動リスクに関して個別案件毎に管理するとともに、対顧客取引における為替
変動リスクを回避するため為替予約取引等を行っております。また、有価証券運用に係る外貨建資産を含めて、市
場金融部と経営管理部が連携し、為替変動リスクの継続的なモニタリングを行っております。これらの情報は経営
管理部を通じ、リスク管理委員会及び経営会議において定期的に報告されております。

(ⅲ)価格変動リスクの管理
市場金融部において、６ヶ月毎に経営管理部との協議を経て、経済環境や金利見通しに基づく商品毎の基本スタン
ス・アセットアロケーションを含めた有価証券運用方針及び、ボリューム・利回り等からなる有価証券運用計画を
策定し、リスク量の適切な運用及び管理を行っております。
また、市場金融部と経営管理部が連携して、価格変動リスクの継続的なモニタリングを行っております。これらの
情報は経営管理部を通じ、リスク管理委員会及び経営会議において定期的に報告されております。
なお、上記の市場リスクに係るヘッジについては、必要に応じて当該金融資産・金融負債の担当部署がALM委員会
に諮り、検討する態勢となっております。
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(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報
当行では、「貸出金」「有価証券」「預金」「借用金」等の市場リスクの影響を受ける金融商品を保有しておりま
す。これらの金融商品の市場リスクを把握するために、VaR（バリュー・アット・リスク）を使用して定量的に金
利リスク、価格変動リスク及び為替リスクを計測しております。
当行では、VaRの計測手法として分散共分散法を採用しており、信頼区間は99％、観測期間は５年とし、保有期間
は保有目的により異なる期間としております（注１）。
2019年３月31日における市場リスク量（非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
の市場リスクは除く）は、全体で37,118百万円であります（注２）。
なお、当行では、有価証券についてモデルが算出するVaRと実際の損益とを比較してバックテスティングを実施す
ることにより、使用するモデルが十分な精度で市場リスクを捕捉していることを確認しております。
ただし、VaRは過去の市場変動をベースに正規分布に基づいた発生確率で統計的に計測しているため、通常では考
えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
（注１）保有期間については、純投資株式、投資信託は60日、政策投資株式は240日、債券、貸出金、預金等は

120日としております。また、為替リスクは60日としております。
（注２）市場リスクの総額は金利リスク、為替リスク及び価格変動リスクを単純合算した合計額であります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当行グループは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって資金管理を行い、
流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、連結貸借対照表計
上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

⑴　現金預け金 50,631 50,631 ―
⑵　有価証券

満期保有目的の債券 13,801 14,474 672
その他有価証券 419,846 419,846 ―

⑶　貸出金 823,643
貸倒引当金（＊） △5,680

817,962 823,852 5,889
資 産 計 1,302,242 1,308,805 6,562

⑴　預金 1,163,718 1,163,763 45
⑵　譲渡性預金 29,021 29,021 ―
⑶　コールマネー及び売渡手形 15,000 15,000 ―
⑷　借用金 16,380 16,380 0

負 債 計 1,224,120 1,224,165 45
(＊）　貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(注１)　金融商品の時価の算定方法
資　産
⑴　現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
⑵　有価証券

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表され
ている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、貸出金に準ずる方法により、発行体の内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の
新規引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

⑶　貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな
い限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の
種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引い
て時価を算定しております。また、一部の個人ローンは、商品ごとの元利金の合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（概ね１年以内）のものは、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及
び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権
等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込
み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
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負　債
⑴　預金、及び⑵譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の
時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、
新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（概ね１年以内）のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

⑶　コールマネー及び売渡手形
これらは、約定期間が短期間（概ね１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。

⑷　借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引
いて現在価値を算定しております。
なお、約定期間が短期間（概ね１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価
情報の「資産⑵その他有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)
区 分 連結貸借対照表計上額
①非　上　場　株　式(＊１)(＊２) 2,150
②組　合　出　資　金(＊３) 1,455
合　　　　　　　　　　　　　　計 3,606

(＊１)　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の
対象とはしておりません。

(＊２)　当連結会計年度において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。
(＊３)　組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成され

ているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(注３)　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預け金 40,845 ― ― ― ― ―
有価証券 18,487 64,184 109,988 38,162 57,305 21,219

満期保有目的の債券 1,846 4,981 291 ― ― 6,500
うち国債 ― ― ― ― ― 6,000

地方債 ― 800 ― ― ― ―
社債 1,846 3,954 178 ― ― ―
その他 ― 227 113 ― ― 500

その他有価証券のうち
満期があるもの 16,641 59,202 109,696 38,162 57,305 14,719

うち国債 ― 700 39,000 10,000 ― 4,000
地方債 409 6,200 4,900 ― 100 2,200
社債 4,300 11,800 13,440 5,200 2,000 7,182
その他 11,931 40,502 52,356 22,962 55,205 1,337

貸出金（＊） 266,098 93,937 111,052 80,501 51,892 201,044
合 計 325,431 158,121 221,040 118,663 109,197 222,263

(＊)　貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない13,758百万円、
期間の定めのないもの5,357百万円は含めておりません。

(注４)　社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金（＊） 989,656 152,407 21,653 ― ― ―
譲渡性預金 29,021 ― ― ― ― ―
コールマネー及び売渡手形 15,000 ― ― ― ― ―
借用金 14,966 1,134 279 ― ― ―

合 計 1,048,645 153,542 21,932 ― ― ―
(＊)　預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 1,473円65銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 53円42銭
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年5月10日
株式会社 富 山 第 一 銀 行

取 締 役 会　御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細 野 和 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 康 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社富山第一銀行の2018年４月１日から2019年３
月31日までの第108期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年5月10日
株式会社 富 山 第 一 銀 行

取 締 役 会　御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細 野 和 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 康 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社富山第一銀行の2018年４月１日から2019年３月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社富山第一銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第108期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社及び子会社等については、子会社及び子会社等の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社及び子会社等から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び重要な会計方針）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月10日
株 式 会 社  富 山 第 一 銀 行  監 査 役 会

常勤監査役 藤 岡 正 紀 ㊞
常勤監査役 戸 田 雅 也 ㊞
監　査　役 横 山 哲 夫 ㊞
監　査　役 河 合 　 隆 ㊞

(注)　監査役横山哲夫及び監査役河合隆は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当行は、内部留保の充実、財務体質の強化を図りながら、積極的な事業展開や事務効率化及びお客
さまへのサービス向上により企業価値を向上させ、株主の皆さまへの適切な利益還元により株主価値
を拡大させていくことを最重要課題と考えており、継続的かつ安定的な配当を実施していくことを基
本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため当期の業績並びに
経営環境等を総合的に勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。
⑴配当財産の種類

金銭といたします。
⑵株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金７円（中間配当を含め当期の配当は１株につき14円）といたしたいと存
じます。
なお、この場合の配当総額は、468,271,153円となります。

⑶剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役14名選任の件
　取締役　金岡純二、横田　格、釣　安孝、柴田栄文、八幡正之、水上豊治、田中　豊、桑原幹也、朝瀬
久、川原義仁、金岡克己の各氏、11名全員は本総会終結の時をもって任期満了となり、さきに沢田　貢氏
が取締役を辞任されておりますので、引き続き経営陣の充実強化を図るため、改めて取締役14名の選任を
お願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

【参考】候補者一覧

候補者番号 氏　　　　名 当行における現在の地位 候補者属性 取締役会
出席状況

１ か な

金
お か

岡
じゅん

純
じ

二 取締役会長 再任 17／17回
（100％）

２ よ こ

横
た

田
 

　
いたる

格 取締役頭取 再任 17／17回
（100％）

３ の

野
む ら

村
 

　
みつる

充 顧問 新任 　　　－

４ つ り

釣
 

　
や す

安
た か

孝 取締役人事企画部長 再任 17／17回
（100％）

５ は ち

八
ま ん

幡
ま さ

正
ゆ き

之 取締役関連会社担当 再任 17／17回
（100％）

６ み ず

水
か み

上
と よ

豊
は る

治 取締役高岡支店長 再任 17／17回
（100％）

７ た

田
な か

中 　
ゆたか

豊 取締役事務統括システム部長 再任 17／17回
（100％）

８ く わ

桑
は ら

原
み き

幹
や

也 取締役法人事業部長 再任 17／17回
（100％）

９ ま つ

松
だ

田
け い

圭
じ

司
コーポレート部長
兼 東京支店長
兼 東京事務所長

新任 　　　－

10 は

長
せ

谷 　
さとし

聡 総合企画部 デジタルイノベーション
室長 新任 　　　－

11 よ つ

四
た に

谷
ひ で

英
ひ さ

久 リテール部長 新任 　　　－

12 か わ

川
は ら

原
よ し

義
ひ と

仁 再任 社外 独立 14／17回
（82.4％）

13 か な

金
お か

岡
か つ

克
き

己 再任 社外 独立 16／17回
（94.1％）

14 た に

谷
が き

垣
た け

岳
と

人 新任 社外 独立 　　　－
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候補者

番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

1

再任
か な

金
お か

岡
じゅん

純
じ

二
（1938年11月24日）
所有する当行の株式の数

551,083株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1969年 8 月 当行入行
1975年 2 月 当行企画部長
1975年12月 当行取締役企画部長
1977年 6 月 当行常務取締役企画部長
1979年 6 月 当行専務取締役
1981年 3 月 当行取締役社長
1989年 2 月 普通銀行転換にともない当行取締役頭取
2010年 4 月 当行取締役会長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　企画部長を歴任するなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、1975年12月より取締役、1979年６月
より代表取締役専務、1981年３月より代表取締役社長（1989年２月より頭取）、2010年４月より代表取締役会長と
して、その職務・職責を適切に果たしております。
　経験や知見及び当行を着実な成長に導き企業価値を高め続けてきた経営手腕は、当行を取り巻く経営環境や地域環境
等にも鑑み今後の経営に有益かつ不可欠であると認識しております。加えて厳格なガバナンス体制の構築に取締役の
一員として率先躬行で取り組んできた実績等も踏まえ、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取
締役として選任をお願いするものであります。

2

再任
よ こ

横
た

田
 

　
いたる

格
（1948年10月11日）
所有する当行の株式の数

18,083株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1972年 4 月 日本銀行入行
2000年 5 月 日本銀行政策委員会室長
2002年 2 月 日本銀行名古屋支店長
2003年 8 月 日本銀行退職
2003年 8 月 商工組合中央金庫理事
2006年 8 月 商工組合中央金庫退職
2006年 9 月 財団法人金融情報システムセンター理事
2008年 8 月 財団法人金融情報システムセンター退職
2008年 9 月 当行入行

当行常勤顧問
2009年 6 月 当行取締役副頭取 兼 リスク統括部長
2010年 4 月 当行取締役頭取（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　日本銀行において要職を歴任する等のうえ当行常勤顧問を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
　また、2009年６月より代表取締役副頭取、2010年４月より代表取締役頭取を務め、その職務・職責を適切に果た
しております。こうしたこれまでの経験や知見及び業績を踏まえ、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と
判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者

番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

3

新任
の

野
む ら

村 　
みつる

充
（1962年 8 月 9 日）
所有する当行の株式の数

0株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

－

1987年 4 月 日本銀行入行
2011年 5 月 福島支店長
2013年 5 月 企画局審議役
2014年 6 月 金融機構局審議役
2015年 6 月 業務局長
2017年 4 月 総務人事局長
2019年 4 月 日本銀行退職
2019年 4 月 当行入行

当行顧問（現任）
現在に至る

・取締役候補者とした理由
　日本銀行において要職を歴任するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
　2019年４月から当行顧問を務め、その職務・職責を適切に果たしており、当行の経営に貢献することができる人物
と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

4

再任
つ り

釣
 

　
や す

安
た か

孝
（1952年12月20日）
所有する当行の株式の数

14,734株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1975年 4 月 当行入行
2002年 6 月 当行砺波支店長
2007年 4 月 当行営業企画部上席営業推進役
2009年 4 月 当行高岡支店長
2010年 7 月 当行執行役員高岡支店長
2011年 6 月 当行取締役高岡支店長
2015年 1 月 当行取締役人事企画部長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　高岡支店長、人事企画部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務に精通しております。また、2011
年６月から取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの経験や知見及び業績を踏ま
え、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
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番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

5

再任
は ち

八
ま ん

幡
ま さ

正
ゆ き

之
（1955年 3 月 1 日）
所有する当行の株式の数

12,083株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1977年 4 月 当行入行
2007年 4 月 当行高岡支店長
2009年 4 月 当行ニューセンター支店長
2011年 4 月 当行市場金融部長
2011年 7 月 当行執行役員市場金融部長
2013年 6 月 当行取締役リスク統括部長
2015年 1 月 当行取締役高岡支店長
2017年 4 月 当行取締役営業企画部長 兼 個人営業推進室長 兼 地域貢献室長
2017年10月 当行取締役リテール部長
2019年 4 月 当行取締役関連会社担当（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　市場金融部長、リスク統括部長、営業企画部長、リテール部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務
に精通しております。また、2013年６月から取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこ
れまでの経験や知見及び業績を踏まえ、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として選任
をお願いするものであります。

6

再任
み ず

水
か み

上
と よ

豊
は る

治
（1956年 7 月 5 日）
所有する当行の株式の数

12,083株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1979年 4 月 当行入行
2003年 1 月 当行富山南センター支店長
2009年 6 月 当行人事企画部長
2012年 7 月 当行執行役員人事企画部長
2015年 1 月 当行執行役員営業企画部長 兼 個人営業推進室長 兼 地域貢献室長
2015年 6 月 当行取締役営業企画部長 兼 個人営業推進室長 兼 地域貢献室長
2017年 4 月 当行取締役高岡支店長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　人事企画部長、営業企画部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務に精通しております。また、2015
年６月から取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの経験や知見及び業績を踏ま
え、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

－ 52 －

取締役選任議案



候補者

番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

7

再任
た

田
な か

中 　
ゆたか

豊
（1957年 3 月31日）
所有する当行の株式の数

12,083株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1980年 4 月 当行入行
2005年 4 月 当行堤町支店長
2010年 7 月 当行リスク統括部長
2011年 4 月 当行検査部長
2013年 6 月 当行総合企画部長
2015年 1 月 当行リスク統括部長
2016年 7 月 当行執行役員リスク統括部長
2017年 6 月 当行取締役リスク統括部長
2017年10月 当行取締役事務統括システム部長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　リスク統括部長、検査部長、総合企画部長、事務統括システム部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の
業務に精通しております。また、2017年6月から取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうし
たこれまでの経験や知見及び業績を踏まえ、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として
選任をお願いするものであります。

8

再任
く わ

桑
は ら

原
み き

幹
や

也
（1959年 5 月30日）
所有する当行の株式の数

9,162株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

17／17回（100％）

1982年 4 月 当行入行
2011年 4 月 当行ニューセンター支店長
2013年 6 月 当行市場金融部長
2016年 6 月 当行融資統括部長 兼 金融円滑化管理責任者
2016年 7 月 当行執行役員融資統括部長 兼 金融円滑化管理責任者
2017年 6 月 当行取締役法人事業部長 兼 金融円滑化管理責任者（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　市場金融部長、融資統括部長、法人事業部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務に精通しておりま
す。また、2017年6月から取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうしたこれまでの経験や知
見及び業績を踏まえ、引き続き当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として選任をお願いするもの
であります。

－ 53 －
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候補者

番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

9

新任
ま つ

松
だ

田
け い

圭
じ

司
（1960年12月11日）
所有する当行の株式の数

4,825株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

－

1983年 4 月 当行入行
2002年10月 当行呉羽支店長
2005年10月 当行黒部支店長
2009年 4 月 当行新湊支店長
2013年 4 月 当行東京支店長
2016年 6 月 当行市場金融部長
2018年 4 月 当行本店営業部長
2019年 3 月 当行コーポレート部長 兼 東京支店長 兼 東京事務所長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　市場金融部長、コーポレート部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務に精通しております。こうし
たこれまでの実績や経験、知見及び業績を踏まえ、当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として選
任をお願いするものであります。

10

新任
は

長
せ

谷 　
さとし

聡
（1961年12月30日）
所有する当行の株式の数

6,655株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

－

1984年 4 月 当行入行
2003年11月 当行石金支店長
2006年 4 月 当行立山支店長
2013年 4 月 当行営業企画部上席営業推進役
2015年 1 月 当行事務部長
2017年10月 当行総合企画部 デジタルイノベーション室長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　事務部長、総合企画部 デジタルイノベーション室長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務に精通し
ております。こうしたこれまでの実績や経験、知見及び業績を踏まえ、当行の経営に貢献することができる人物と判断
し、取締役として選任をお願いするものであります。

－ 54 －

取締役選任議案



候補者

番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

11

新任
よ つ

四
た に

谷
ひ で

英
ひ さ

久
（1961年 7 月18日）
所有する当行の株式の数

6,911株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

－

1984年 4 月 当行入行
2003年 1 月 当行糸魚川支店長
2006年 4 月 当行堤町支店長
2008年12月 当行婦中支店長
2013年 4 月 当行富山南センター支店長
2016年 4 月 当行本店営業部長
2018年 4 月 当行地域部長
2019年 4 月 当行リテール部長（現任）

現在に至る

・取締役候補者とした理由
　地域部長、リテール部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当行の業務に精通しております。こうしたこれま
での実績や経験、知見及び業績を踏まえ、当行の経営に貢献することができる人物と判断し、取締役として選任をお願
いするものであります。

12

再任 社外 独立
か わ

川
は ら

原
よ し

義
ひ と

仁
（1945年12月 3 日）
所有する当行の株式の数

0株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

14／17回（82.4％）

1969年 7 月 日本銀行入行
1998年 6 月 日本銀行業務局長
1999年 5 月 日本銀行検査役検査室長
1999年 9 月 日本銀行退職
1999年10月 日本政策投資銀行地域政策研究センター所長
2002年 6 月 信金中央金庫常務理事
2007年 6 月 信金中央金庫専務理事
2010年 6 月 信金中央金庫参与
2011年 6 月 日本通運株式会社顧問
2013年 5 月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問
2015年 6 月 当行取締役（現任）

現在に至る

・社外取締役候補者とした理由
　日本銀行において要職を務められたほか、信金中央金庫理事、日本通運株式会社顧問、カルチュア・コンビニエン
ス・クラブ株式会社顧問を歴任されるなど、その豊富な経験と高い専門性及び経営者としての識見を活かし、経営陣か
ら独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢
献いただけると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 55 －
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候補者

番　号
氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位、担当及び重要な兼職の状況

13

再任 社外 独立
か な

金
お か

岡
か つ

克
き

己
（1956年 2 月24日）
所有する当行の株式の数

50,000株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

16／17回（94.1％）

1978年 4 月 株式会社東芝入社
1985年 5 月 株式会社インテック入社
2000年 6 月 株式会社インテック取締役
2003年 6 月 株式会社インテック常務取締役
2005年 4 月 株式会社インテック取締役執行役員専務
2007年 4 月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長
2007年 6 月 株式会社インテックホールディングス取締役
2008年 4 月 ＩＴホールディングス株式会社取締役
2008年 6 月 当行監査役
2009年 6 月 株式会社インテック代表取締役社長
2012年 6 月 ＩＴホールディングス株式会社代表取締役会長

株式会社インテック取締役相談役
2015年 5 月 株式会社インテック取締役会長
2015年 6 月 当行取締役（現任）
2016年 6 月 ＴＩＳ株式会社取締役
2018年 4 月 株式会社インテック取締役相談役（現任）

現在に至る

【重要な兼職の状況】
　株式会社インテック　取締役相談役

・社外取締役候補者とした理由
　株式会社インテックおよびＩＴホールディングス株式会社の代表取締役としてこれまで培ってこられた経営者とし
ての豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性
等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするも
のであります。

14

新任 社外 独立
た に

谷
が き

垣
た け

岳
と

人
（1964年 1 月28日）
所有する当行の株式の数

0株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

－

1992年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）、石井法律事務所入所（現任）
2000年 6 月 金融監督庁（現、金融庁）検査局（専門検査官）
2016年 6 月 太陽生命保険株式会社監査役（現任）

現在に至る

・社外取締役候補者とした理由
　弁護士としてこれまで培ってこられた専門的な法務知識、豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地
から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただける
と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業
経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断して
おります。

－ 56 －

取締役選任議案



（注）１．川原義仁、金岡克己および谷垣岳人の３氏は、社外取締役候補者であります。

２．金岡克己氏が取締役相談役であります株式会社インテックと当行の間には、貸出金等の取引があります。ま
た、当行は株式会社インテックに対し、電子計算機システムの管理業務（電子計算機システムに係る設備・
機器・備品類の管理又は運行、電子計算機システムの設計・メンテナンス等、電子計算機要員の教育、訓練
等）を委託しております。その他の各取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。

３．金岡克己氏は、当行代表取締役金岡純二氏の三親等以内の親族であります。

４．川原義仁および金岡克己の両氏の当行社外取締役としての在任期間は、それぞれ本定時株主総会の終結の時
をもって４年であります。なお、金岡克己氏の当行社外監査役としての在任期間は、2008年６月から2015
年６月までをもって７年であります。

５．当行は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材を継続的に招聘でき
るよう定款において、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨を定めております。川原義仁および
金岡克己の両氏が社外取締役として選任された場合、会社法第423条第１項の賠償責任について、社外取締
役が職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定義される額を限度と
して、その責任を負う旨の責任限定契約を引き続き締結する予定であります。また、谷垣岳人氏が社外取締
役として選任された場合、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

６．川原義仁、金岡克己および谷垣岳人の３氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準および当行が
定める社外役員の独立性基準（https://www.first-bank.co.jp/ir/governance.html）をいずれも満たして
おります。川原義仁および金岡克己の両氏それぞれの選任が承認可決された場合、引き続き両氏を独立役員
として届け出る予定であります。また、谷垣岳人氏の選任が承認可決された場合、新たに独立役員として届
け出る予定であります。

－ 57 －
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第３号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役４名のうち、藤岡正紀氏は辞任されますので、監査役１名の選任をお
願いいたしたいと存じます。
　本総会において選任をお願いする島田秀二氏の任期は、当行定款の規定により前任の監査役の任期満了
までとなります。
　なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、当行における地位及び重要な兼職の状況

新任
し ま

島
だ

田
しゅう

秀
じ

二
（1955年12月11日）
所有する当行の株式の数

6,712株

取 締 役 会 へ の 出 席 状 況

－

監 査 役 会 へ の 出 席 状 況

－

1979年 ４ 月 当行入行
2005年 １ 月 当行東町支店長
2011年 ４ 月 当行金沢支店長
2013年 ４ 月 当行ビジネスソリューション部長
2015年 １ 月 当行ビジネスプラザ支店長
2015年 ７ 月 当行執行役員ビジネスプラザ支店長
2017年11月 当行執行役員コンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部長（現任）

現在に至る

・監査役候補者とした理由
　ビジネスソリューション部長、コンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー部長を歴任するなど、豊富な業務経験を
有し、当行の業務に精通しております。また、2015年７月から執行役員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こう
したそれまでの経験や知見を監査役として活かすことにより、当行の経営全般の監視に有効かつ当行の経営に貢献することができ
る人物と判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．監査役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。

－ 58 －
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第４号議案　役員賞与支給の件
　当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役11名（うち社外取締役２名）及び監査役４名、並びに今
年３月15日をもって辞任された取締役１名に対し、役員賞与総額金20,130千円「取締役賞与金13,390千
円（うち社外取締役賞与金1,600千円）、監査役賞与金6,740千円」を支給することにいたしたいと存じ
ます。なお、各役員に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役につ
いては監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

－ 59 －
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第５号議案　取締役の報酬等の額改定の件
　当行の取締役の報酬額は、2015年６月26日開催の第104回定時株主総会において、取締役の報酬等の
額を「年額２億円以内（うち社外取締役10百万円以内）」とご承認いただき今日に至っております。
　当行は今般、コーポレートガバナンスの強化を図るため、社外取締役１名の増員を第２号議案「取締役
14名選任の件」において付議しており、今後ますます社外取締役の責務や期待される役割が増大すること
等を勘案し、取締役の報酬額を年額２億円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分を年額15百万
円以内に改定させていただきたいと存じます。
　なお、取締役の報酬等には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたした
いと存じます。
　また、取締役の員数につきましては、当行定款では取締役15名以内となっておりますが、現在の取締役
はさきに辞任された取締役１名を除き11名であります。なお、第２号議案が原案どおり承認可決されます
と、取締役14名となります。

以　上

－ 60 －
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○会場の駐車スペースが限られていますので、公共交通機関等をご利用いただきますようお願い
申しあげます（会場の駐車場は本店窓口へご来店のお客さま専用とさせていただいております）。

○お車でご来場される場合
　・会場横（西側）、または裏（南側）の有料立体駐車場、または付近のその他有料駐車場をご利

用ください。
　・なお、ビジネスプラザ支店横の無料駐車場をご利用いただくことも可能です（株主総会会場まで

約400メートル、徒歩約５分）。
　・当日は会場周辺道路の混雑が予想されます。時間に余裕をもってご来場ください。

富山市西町5番1号　TOYAMAキラリ　当行本店9階ホール
電話（076）424−1211（代表）

◆交通のご案内
富山駅から徒歩約20分
市内電車ご利用の場合
○南富山駅前行き「西町」下車、徒歩約１分
○富山駅前行き・大学前行き「西町」下車、徒歩約１分
○環状線「グランドプラザ前」下車、徒歩約１分

株主総会会場ご案内図

https://www.first-bank.co.jp/ 富山第一銀行 検 索

会場
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TOYAMA
キラリ

富山第一銀行
本店

富山第一銀行
富山駅前支店

富山第一銀行
ニューセンター支店

富山第一銀行
ビジネスプラザ支店

総曲輪通り

中央通り

日枝神社

富山城址公園

富山県庁 富山市役所

富山ライトレール
（ポートラム）

電鉄富山駅

北陸新幹線

あいの風とやま鉄道　

富山駅

富山駅北

城
址
大
通
り

富山
商工会議所

富山国際
会議場

グランドプラザ前

大
手
モ
ー
ル

市内電車環状線
（セントラム）

※一方通行

松　川

電鉄富山駅・
エスタ前

富山駅

西町

地図


